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●東中学校 入間川１０１１

一般

一般

●中央中学校 入間川１７５２‐１

一般

一般

●入間川中学校 下広瀬４９４‐８２

一般

●入間中学校 南入曽４３３

一般

一般

●入間野中学校 北入曽１０２８‐１

一般

一般

一般

一般

●堀兼中学校 堀兼１２３７

一般

一般

一般

●狭山台中学校 狭山台４‐２６

一般

一般

一般

●西中学校 広瀬東３‐２３‐１

一般

一般

●柏原中学校 柏原２５２０‐１１

一般

一般

●教育センター 狭山台２‐７‐４

一般

一般

●問い合わせ社会教育課へ内線５６７３
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９月４日（火）・６日（木）・１１（火）・１３（木）

９月１８日（火）・２０日（木）・２５（火）・２７（木）
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狭
山
市
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
条
例
を
改
正

大
気
な
ど
の
汚
染
を
防
止
し
、市
民
の

皆
さ
ん
の
健
康
や
生
活
環
境
を
守
っ
て
い

く
こ
と
を
目
的
に
、「
狭
山
市
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
条
例
」を

平
成
１１
年
４
月
か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
が
、

よ
り
一
層
の
排
出
抑
制
を
図
る
た
め
に
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。主
な
改

正
点
を
中
心
に
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
民
、事
業
者
、市
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
出
抑
制
を
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

不
適
切
な
焼
却
は
禁
止
で
す

野
焼
き
な
ど
の
不
適
切
な
焼
却
は
、今

ま
で
同
様
禁
止
で
す
。た
だ
し
、次
の
場
合

は
、一
定
の
条
件
の
下
で
除
か
れ
ま
す
。

▼
病
害
虫
の
防
除
や
、肥
料
作
り
の
た
め

の
落
ち
葉
、枝
、不
用
農
作
物
な
ど
の
焼
却

ご

ま

▼
お
札
の
焼
却
、護
摩
を
た
く
こ
と
な
ど

の
宗
教
上
の
行
為
、そ
の
他
慣
習
、行
事
な

ど
と
し
て
行
わ
れ
る
焼
却
▼
芋
焼
き
や
キ

ャ
ン
プ
時
に
お
け
る
焼
却（
い
ず
れ
の
場

合
も
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
混
入
し
な
い

よ
う
、ま
た
、焼
却
す
る
量
、回
数
、時
間
を

極
力
少
な
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
）

簡
易
焼
却
炉
は
使
用
禁
止
で
す

焼
却
能
力
が
１
時
間
当
た
り
３０
�
未
満

の
簡
易
焼
却
炉
は
、「
使
用
自
粛
」か
ら「
原

則
使
用
禁
止
」と
な
り
ま
し
た
。

環
境
調
査
を
実
施
し
ま
す

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る
大
気
、土
壌

な
ど
の
汚
染
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、

引
き
続
き
定
期
的
な
調
査
を
行
い
、速
や

か
に
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

不
適
切
な
焼
却
の
監
視
を
し
て
い
き
ま
す

不
適
切
な
焼
却
を
防
止
す
る
た
め
の
監

視
活
動
を
引
き
続
き
行
い
ま
す
。ま
た
、必

要
な
と
き
は
、事
業
者
や
市
民
の
皆
さ
ん

に
、指
導
ま
た
は
勧
告
を
行
い
ま
す
。

排
出
ガ
ス
調
査
に
立
ち
会
い
ま
す

焼
却
炉
を
所
有
す
る
事
業
者
で
排
出
ガ

ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
を
実
施
す

る
場
合
は
、事
前
に
市
へ
の
報
告
と
、当
該

調
査
へ
の
市
の
立
ち
会
い
に
つ
い
て
協
力

す
る
よ
う
求
め
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
チ
ー

ム
へ
内
線
３
６
５
１

一層のダイオキシン類の排出
抑制を図るため、条例の一部を改
正しました。
主な改正点は次のとおりです。

大気中のダイオキシン類の目標値の改正、土壌中の目標値の新設

市の廃棄物焼却施設の排出ガスの目標値の改正

事業者が設置する焼却炉の排出ガスの目標値の改正
改正前 改正後

※排出ガスの目標値については、平成１４年１２月１日から適用されます。
・pg（ピコグラム）・・・１兆分の１グラム
・ng（ナノグラム）・・・１０億分の１グラム
・�N（ノルマル立法メートル）・・・温度が０度で１気圧の標準状態での気体
の容積
・TEQ（毒性等価換算濃度の略）・・・いろいろなダイオキシンを最も毒性の
強いダイオキシンに換算して表したもの
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土壌中のダイオキシン類の目標値

２５０pg-TEQ/g以下

大気中のダイオキシン類の目標値

改 正 後

０．２pg-TEQ/�以下
改 正 前

０．８pg-TEQ/�以下

ダイオキシン類
の目標値

２．５ng-TEQ／
�N以下
２．５ng-TEQ／
�N以下

（改正前と同じ）

（改正前と同じ）

焼却炉の種類
（１時間当たりの焼却能力）

小型焼却炉
（３０�以上５０�未満）
大型焼却炉
（５０�以上２，０００�未満）
大型焼却炉
（２，０００�以上４，０００�未満）
大型焼却炉
（４，０００�以上）

ダイオキシン類
の目標値

５ng-TEQ／�
N以下

１ng-TEQ／�
N以下

０．１ng-TEQ／�
N以下

大型焼却炉の規模

焼却能力が１時間当たり
２００�以上２，０００�未満

焼却能力が１時間当たり
２，０００�以上４，０００�未満
焼却能力が１時間当
たり４，０００�以上

ダイオキシン類の目標値

改 正 後

（改正前と同じ）
０．２ng-TEQ/�N以下

改 正 前

１ng-TEQ/�N以下
０．５ng-TEQ/�N以下

廃棄物焼却施設

狭山市第一環境センター

狭山市第二環境センター

ストップ！野焼きや
ドラム缶などでのごみ焼却
ダイオキシンなどの発

生への不安や煙、臭いに
対する苦情が寄せられて
います。野焼きやドラム
缶、簡易焼却炉を使った
ごみの焼却はやめましょ
う。

改正され
た条例は

６月１日
から適用
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